
                                  

 

家庭エコ診断推進基盤整備事業      ４８２百万円（２５７百万円） 

地球環境局地球温暖化対策課 

 

１．事業の必要性・概要 

・家庭部門の温室効果ガス排出量は、2010 年度には 1990 年度比で約３割以上

も増加しており、家庭の全ての排出源で抜本的な対策が必要である。 

・しかし、各家庭にて温暖化対策への意識の向上が実際の削減行動には十分

に結びついておらず、排出状況やライフスタイルに応じて、きめ細やかに

対策をアドバイスする機会の創出が求められるが、東日本大震災以降のエ

ネルギー問題への関心の高まりもあり、より重要なニーズとなっている。 

・平成 22 年 6 月 18 日に閣議決定された「新成長戦略～「元気な日本」復活

のシナリオ～」においても「環境コンシェルジュ制度」の創設が位置づけ

られており、制度創設に向けた基盤整備事業を実施しているところ。 

・この制度の創設に当たっては、家庭の二酸化炭素排出構造実態の統計的把

握と客観的かつ各家庭に合わせた診断のための情報の整理、診断の拡大に

向けて信頼性が確保された制度の構築が必要不可欠である。 

・また、事業活動を通して得られる二酸化炭素排出構造実態等の家庭情報は、

家庭対策全般の推進に向けて統計として整備し、広く活用できるようにす

る必要がある。 

 

２．事業計画（業務内容） 

・公平かつ適切なアドバイスの確保のための診断ツール等の改良を行う。 
・地域や民間企業等による診断を実施し、実施主体や受診家庭の気候・居住形態

等の特性による CO2 削減・省エネ効果の検証、環境コンシェルジュ制度創設

後のスキームに関する検証等を行う。 
・診断員の資格認証スキーム、及び診断員を認証、管理、派遣する実施機関の要

件の整理等を行い、試行的に運用を行う。 

・家庭部門の二酸化炭素排出実態の把握及び情報整備を行うため、公的統計の確

立等に向けた試験調査を行う。 

 

３．施策の効果 

・受診家庭への啓発、普及効果  

・低炭素機器の市場創出、拡大  

・家庭向けの民間コンサルティングビジネスの拡大・普及 

・家庭の二酸化炭素排出構造実態に係る公的統計の確立 



家庭エコ診断推進基盤整備事業（平成23～25年度）

①「環境コンシェルジュ制度」の創設を目指す ②きめ細やかな対策を提案する「うちエコ診断」

③民間企業等も含めた診断体制の確立
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民間企業のサービスとして実施

全国事務局（診断支援体制の確立）

民間企業地域事務局地方自治体

地域のコミュニティの中で実施

H24年度は
10社試行実施
(H23は２社)

H24年度は企業
のオリジナルソ
フトも使用可能

診断ツールの提供、資格制度による診断員の供給、コミュニティサーバの運用

④家庭部門の排出構造実態の把握

※新成長戦略～「元気な日本」復活のシナリオ～に位置づけ

診断ソフトにより、光熱費等から、各家庭のCO2
排出量をランキング表示

家庭のどこからどのくらいのCO2が排出されてい
るかを確認し、使いすぎている箇所を認識

各家庭のライフスタイル等に応じた、オーダーメ
イドの目標・対策を提案

環境省が家庭の診断サービス事業を管理・監督

温暖化対策のために何かしたい！
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温暖化につい
て知りたい！

チャレンジ
２５

等の普及啓
発

①「気づき」の
提供

環境
コンシェルジュ

個々の家庭のCO2
排出状況を診断し、
家庭に合った効果
的な対策を提案

固定価格固定価格
買取制度

環境対応車環境対応車
税制優遇

エコポイント等

各種補助金

エコリース

③実際の行動
の後押し

②具体的な行動
の提案

１．家庭からのCO2排出に係る統計調査手法の基盤整備
⇒H25年度は北海道・関東地域の試験調査を実施。

２．家庭の実測調査
⇒世帯間偏差が大きいCO2排出構造を対象とする統計調査
の補完手法と位置づけて、家庭エコ診断と連携して、効
果的な実測調査方法を検証。

家庭部門のCO2排出構造実態が統計的に把握されていない。
⇒実態を踏まえた効果的な対策の導出に限界がある。

現 状

公的統計を確立し、定期的かつ継続的に代表性のあるデータを
蓄積・公表する。

事業内容

目指す姿


